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あいさつ 

  

わたしたちのまち熊谷は、二度にわたる合併を経て現在

の熊谷市となり、市政運営の根幹である「熊谷市総合振興

計画」に基づき、多様な市民ニーズに対応するとともに、

ラグビーワールドカップのレガシーをはじめ、地域の特色

を生かしたまちづくりを推進してまいりました。 

一方で、これまで増加を続けてきた我が国の人口は近年

減少に転じ、このことは本市においても例外ではありませ

ん。また、災害の激甚化や増加する空き家・空き地への対

応、更には老朽化したインフラの維持管理など、私たちを取り巻く都市環境は日々、

大きく変化しております。 

本市では、このような大転換期に当たり、まちづくりの指針である「熊谷市都市

計画マスタープラン」を策定いたしました。本プランは、20 年後の熊谷市の姿を

想像したうえで、新たな方針や考え方を柔軟に取り入れ、将来都市像「未来に向か

って人や地域がまとまり・つながるまち くまがや」を行政と市民が共有するもの

です。この将来都市像には、先人の知恵や努力により私たちが受けた恩恵を次世代

につなげたいという思いが込められています。 

このマスタープランに基づき、あらゆる世代の市民が「ずっと熊谷市に住み続け

たい」と思えるような、より元気のある、地域の共感が得られるまちづくりを進め

てまいる所存ですので、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

結びに、策定にあたり熱心な議論や提言を行っていただきました策定委員会委員

の皆様をはじめ、まちづくりの当事者としてアンケート調査やワークショップに御

協力いただいた市民の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

令和４年３月 

 

熊谷市長 
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